令和８年度阿蘇くまもと空港ライナー運行業務委託仕様書（案）
１　業務委託の名称
　　令和８年度阿蘇くまもと空港ライナー運行業務（以下「本業務」という。）
２　業務委託の目的

　　　ＪＲ豊肥本線肥後大津駅から阿蘇くまもと空港間のアクセスについて、鉄道のネットワークを活用した空港アクセスを定着させることにより、豊肥本線沿線及び県内各方面への公共交通アクセスの充実及び強化を図り、かつ、阿蘇くまもと空港の利用促進を図るために、阿蘇くまもと空港ライナー（以下「空港ライナー」という。）の運行を実施する。
３　委託期間　　令和８年（２０２６年）７月　１日（水）から
令和９年（２０２７年）３月３１日（水）まで

４　基本業務内容（必須業務内容）
（１）空港ライナーの運行
次に掲げる運行計画に基づき、空港ライナーとして事業を行う。
	令和８年度空港ライナー運行計画

	運行期間
	令和８年（２０２６年）７月　１日（水）から
令和９年（２０２７年）３月３１日（水）までの２７４日間とする。

	運行区間
	阿蘇くまもと空港からＪＲ肥後大津駅までの間とする。（途中下車不可。）

	乗　降 所
	阿蘇くまもと空港（６番バスのりば）及びＪＲ肥後大津駅南口（大津町ビジターセンター前）の２箇所を乗降場とする。なお、乗降場の維持管理について、関係機関との調整等が必要となる場合は、委託者とともに対応する。

	運行体系
	· 運行ダイヤは、航空機の初便及び最終便に必ず接続するものとした上で、原則として、３０分間隔程度での運行とするが、鉄道便及び航空便との接続性が高く、利用者の多い時間帯（少なくとも肥後大津駅発空港行の8時～10時の時間帯及び空港発肥後大津駅行の20時～22時の時間帯）においては、２０分間隔程度での運行とし、運行計画は委託者と受託者の協議により別途定める。
· １便当たりの輸送人数は最低２７人を確保すること。ただし、運行を実施する中で、過剰供給と判断できる場合は、委託者と相談の上、調整することは可能とする。
· 年末年始や大型連休等の需要が一時的に拡大する場合は、過去の利用者数の推移等を踏まえ、１便あたりの輸送力の調整を図り、効率的な運行に努めるものとする。
· 利用者は、阿蘇くまもと空港の利用者に限らず、誰でも利用することができる。また、車いす利用者を含む障がい者や高齢者などについても対応可能な運行を行うこと。
· 利用者からは、一回の利用あたり２００円の運賃を徴収すること。ただし、別途こども料金等の特別運賃を設定することができる。なお、運賃の設定にあたって生じる法的手続きは受託者が関係機関との調整の上、行うこと。
· 運賃の徴収方法については、幅広い世代での利用を可能とするため、現金及び電子決済（クレジットカードや電子マネー等。）のいずれにも対応できる体制とすること（現金については券売機等、間接受領の方法も可能とする。）。また、九州ＭａａＳ（「my routeアプリ」でのデジタルチケット）についても対応すること。
· 利用者から受領した運賃は、受託者の収入（運賃収入）とし、原則として、運行委託費と運賃収入を合わせた金額の中で、運行を行うこととする。なお、利用者数が当初の想定を大きく下回る又は下回ると予見される場合は、委託者との協議の上、運用の調整を図ること。
· ただし、地震風水害等の天災や行動制限を伴う感染症の蔓延など社会経済活動の制限を伴う事象により運行を１か月以上の長期間にわたり中止せざるを得ないなど、受託者の責めに帰すべき事由によらない特別な事象による場合は、委託者との協議の上対応すること。
· 実際の運賃収入が契約書上で設定する運賃収入の想定額を超えた場合、その額の２分の１を限度として受託者の収入とし、残りの額は委託者に帰属する。
※（参考）令和６年度の運行実績は、年間１５万人。
· 阿蘇くまもと空港を発車する空港ライナー最終便については、航空便の遅延など、最終便の利用者に対応できるよう配慮すること。

· 豪雨、降雪、地震等の天災、その他受託者の責によらない事由により、運行区間の全部又は一部が運行不能となるおそれがある場合は、委託者との協議の上、運行を中止することができる。

	運行車両
	· 運行車両は、受託者が所有する一般乗合旅客自動車運送事業に使用可能なバス又は特定大型車（ジャンボタクシー）を配車することを基本とし、運行状況に応じては、小型車両の配車も可能とする。
· 使用する車両は定期検査を受けているものに限る。

· 使用する車両は車両保険に加入していること。

· 運行に使用する車両には、空港ライナー運行車両であることが分かるよう、掲示を行うこと。

	そ　の　他
	· 事故等の緊急時にも運行に支障がないよう対応する。
· 事故等の損害が発生した場合、その賠償責任は受託者が負う。

· 乗務員は運行に支障がない限り、乗り場案内・誘導業務を行う。


（２）運行実績の集計・報告
次に掲げる空港ライナーの運行実績について、月毎に整理し、翌月１０日までに委託者あてに書面又は電子メールで報告する。
・運行便毎の乗降人数

・運行便毎の各停留所発着時刻
・運賃受領額
・その他委託者、受託者の協議により決定した事項
（３）空港ライナー運行の広報

　　　運行ダイヤや県内・空港周辺地域の観光情報等の周知等を目的とする広報

　　　（基本的には、空港ライナー運営協議会が主となって広報を実施するが、運行事業者も運行車両内等での周知・ＰＲ等独自の広報を実施するものとする。）

５　法令遵守

　　委託業務の実施に当たっては、関係諸法令を遵守するものとする。

６　守秘義務及び個人情報の保護

受託者は、委託者が承認した場合を除き、業務上知り得た情報を第三者に漏らし、又は他の目的に使用してはならない（本業務に係る契約が終了し、又は解除された後においても同様とする）。また、個人情報に関わる情報の取扱いについては、特に厳格に管理し、組織的に漏洩防止等の管理を行うものとする。

７　著作権の取扱い
　　本業務に伴い作成されたラッピング等の著作権は、すべて委託者に帰属するものとする。
８　改善・補正等
　　業務の処理が仕様書に適合しない場合において、委託者が本仕様書に基づき改善、補正その他の必要な措置をとることを請求したときは、遅延なく応じること。この場合においては、委託金額の増額又は期間の延長を請求しない。
